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第１回 医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン検討部会の質問内容と対応
について 
 

ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

7Ｐ 

質問・意見 

第１章基本的事項に「８ 本市の役割に

ついて」とあるが、ここに保育所等の役

割についても盛り込んでいただきたい 

↓ 

対応 

保育所等の役割を追加します 

目次の第１章基本的事項の８につ

いて、「８ 本市の役割について」

から「８ 本市及び保育所等の役割

について」に変更します。 

2Ｐ 

第１章基本的事項「８ 本市の役割

について」を「８ 本市及び保育所

等の役割について」とし、保育所

等における役割を追加しました。 

7Ｐ 

修正前 

８ 本市の役割について 

 本市では、医療的ケア児を保育所等に入所させたい保護者の方と医療的ケア児の受入れ

ができる保育所等をつなぐとともに、保育所等と連携し、それぞれの担当課が保護者の困り

ごとに対する相談を行うことで医療的ケア児及びその保護者が安心して生活ができるよう

努めてまいります。 

 また、医療的ケア児を受入れる保育所等の医療的ケアのオペレーションや書類等の確認

を行い、医療的ケア児の保育の充実を目指していきます。 

 

修正後 

８ 本市及び保育所等の役割について 

 本市では、医療的ケア児を保育所等に入所させたい保護者の方と医療的ケア児の受入れ

ができる保育所等をつなぐとともに、保育所等と連携し、それぞれの担当課が保護者の困り

ごとに対する相談を行うことで医療的ケア児及びその保護者が安心して生活ができるよう

努めてまいります。 

 また、医療的ケア児を受入れる保育所等の医療的ケアのオペレーションや書類等の確認

を行い、医療的ケア児の保育の充実を目指していきます。 

 保育所等においては、医療的ケアの実施体制を整え、個別支援計画を作成し安全な保育環

境の整備に努めるとともに、保護者と日常的な情報の共有や相談を行い、保護者の不安の解

消や保育のニーズにこたえることができるよう努めてまいります。 

 また、必要に応じて医療機関や市などの関係機関と連携し、専門的な助言を受けられる体

制の構築を目指していきます。 

 

 

資料１ 



2 

 

ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

13Ｐ 

質問・意見 
医療的ケア児が主治医への受診時に保
育所等から主治医へ保育状況等をお伝
えできる書式があると良いと思います。 

↓ 
対応 
医療的ケア児 主治医等への情報提供
書を新規に作成します 

手続きの流れの⑨フォローアップ
の中で市こども育成課（保育所等）
から保護者に向けたものとして新
様式を追加しました。 

9Ｐ 

第３章の２ 医療的ケアの実施者
の（２）の⑤に保育所等は必要に
応じて「様式 19」を作成し、主治
医等と共有しますという文言を追
加しました。 

13Ｐ 

第５章「様式について」に「様式 19
「医療的ケア児主治医等への情報
提供書」を追加しました。 

21Ｐ 

「様式 19 医療的ケア児主治医等
への情報提供書」を追加しました。 

49Ｐ 

新様式 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

15Ｐ 

質問・意見 

職員の研修について、具体的に看護師及

び保育士という認識で良いのでしょう

か。良いのであれば具体的に記載するべ

きではないでしょうか。また、北海道医

療的ケア児等支援センターにおける研

修はいつまでに行う必要があるのか、時

期を記載したほうが良いと思います。 

↓ 

対応 

対象者及び研修時期を追加します。 

第３章の７職員の研修①に対象者

及び医療的ケア児のならし保育終

了までにという文言を追加しまし

た。 

15Ｐ 

 

修正前 

７ 職員の研修 

 ①保育所等は、児童発達過程や疾病の状況を踏まえ、安全かつ適切に医療的ケアを提供す 

るために、医療的ケアに関わる職員が必要な知識や技術を身につけることができるよ 

う、研修等の機会の確保に努めることとします。また、医療的ケア児を受入れる場合に 

は、北海道医療的ケア児等支援センターにおける研修あるいはこれと同等の研修を受 

講するとともに苫小牧市医療的ケア児相談室との連携に努めるものとします。 

 

修正後 

７ 職員の研修 

 ①保育所等は、児童発達過程や疾病の状況を踏まえ、安全かつ適切に医療的ケアを提供す 

るために、医療的ケアに関わる看護師及び保育士が必要な知識や技術を身につけるこ

とができるよ 

う、研修等の機会の確保に努めることとします。また、医療的ケア児を受入れる場合に 

は、医療的ケア児のならし保育終了までに北海道医療的ケア児等支援センターにおけ

る研修あるいはこれと同等の研修を受講するとともに苫小牧市医療的ケア児相談室と

の連携に努めるものとします。 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

15Ｐ 

質問・意見 

医療的ケアの終了の際には園⾧等が同

行する必要があるのでしょうか。主治医

と連携すれば良いと思いますがいかが

でしょうか。 

↓ 

対応 

主治医への聞き取りも可能としました 

第３章「9 受入れ後の医療的ケア

の内容変更」の④において、園⾧

あるいは看護師等が主治医の受診

に同行あるいは主治医へ聞き取り

を行いという文言を追加しまし

た。 

16Ｐ 

修正前 

９ 受入れ後の医療的ケアの内容変更について 

  

 ④主治医の指示に基づき、医療的ケアが終了しても安全な日常生活を送ることが可能と

なった場合には、必要に応じて園⾧あるいは看護師等が主治医の受診に同行し、医療的

ケアの終了の確認を行うとともに、保護者へ「様式 22 医療的ケア終了届出書」の提

出を依頼します。 

 

修正後 

９ 受入れ後の医療的ケアの内容変更について 

  ④主治医の指示に基づき、医療的ケアが終了しても安全な日常生活を送ることが可能

となった場合には、必要に応じて園⾧あるいは看護師等が主治医の受診に同行あるい

は主治医へ聞き取りを行い、医療的ケアの終了の確認を行うとともに、保護者へ「様式

24 医療的ケア終了届出書」の提出を依頼します。 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

18Ｐ 

質問・意見 

保育の利用停止について、看護師等が勤

務できない場合は、保護者の付き添いが

必須という意味と、必要となる場合があ

るという意味のどちらでしょうか。 

↓ 

対応 

保護者の付き添いが必須である旨を記

載します。 

看護師等が勤務できない場合は保

護者の付き添いは必須となります

ので、保護者の付き添いを必ずお

願いしますという文言に変更しま

した。 

18Ｐ 

修正前 

４ 体調管理及び保育利用停止等の確認について 

 ①やむを得ない事情により、医療的ケアを行う看護師等が勤務できない場合は、あらかじ

め保護者に保育中の医療的ケアが実施できない旨を説明し、保護者に付き添いをお願

いします。また、保護者の付き添いができない場合は、保育の利用ができませんので、

了承願います。 

 

修正後 

４ 体調管理及び保育利用停止等の確認について 

 ①やむを得ない事情により、医療的ケアを行う看護師等が勤務できない場合は、あらかじ

め保護者に保育中の医療的ケアが実施できない旨を説明し、保護者の付き添いを必ず

お願いします。また、保護者の付き添いができない場合は、保育の利用ができませんの

で、了承願います。 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

19Ｐ 

質問・意見 

第４章 ５に緊急時及び災害時の対応

とあるが、内容として、緊急時の対応で

あれば弱いと思います。 

↓ 

対応 

緊急時の対応は第３章の６に災害時の

対応は第４章の５に集約し、それぞれ文

言を追加しました。 

目次の第４章保護者の了解事項に
ついて「5 緊急時及び災害時の対
応等について」を「5 災害時の対
応について」に変更します。 

3Ｐ 

第３章「6 緊急時の対応」に第４章保
護者の了解事項について「5 緊急時
及び災害時の対応等について」にあ
った緊急時の対応を盛り込みます。 

14Ｐ 

第４章「5 緊急時及び災害時の対
応等について」を「5 災害時の対
応について」に変更します。 

19Ｐ 

修正前 
６ 緊急時の対応 
 ①保育所等は、医療的ケア児の健康管理、事故防止のため、主治医及び関係機関等の協力

により医療・保育を実施します。また、緊急時には、主治医あるいは通院している医療
機関と連携して対応します。 

 ②緊急時、病院につなげるまでの対応は「様式７ 緊急時における対応確認書」、「様式 16 
医療的ケア児の保育に係る緊急時対応マニュアル」、「様式 17 アセスメント票（予想
される緊急時の対応方法）」に基づき行動します。 

 ③保育所等は、緊急時の対応について事前に十分に保護者へ説明し、同意を得ることとします。 
 ④医療的ケア児の体調が急変し、緊急的な対応が必要な場合は発見者からの連絡を受けた園⾧

の指示のもと保護者に連絡し、必要があれば救急車で病院へ搬送します。緊急時の対応につ
いては、保育所等と保護者との状況を共有した後に保護者が主治医に報告することとします。 

 ⑤緊急時の対応及びその顛末については、保育所等から苫小牧市健康こども部こども育
成課に報告します。また、必要に応じて、北海道や国に報告する場合があります。 

 ⑥保育所等が医療的ケア児の体調が悪化した等の理由により、保育所等での保育の継続
が困難と判断した場合には、保育所等からの連絡により、利用時間の途中であっても保
護者が児童を降園させることとします。 

修正後 
６ 緊急時の対応 
 ①保育所等は、医療的ケア児の健康管理、事故防止のため、主治医及び関係機関等の協力

により医療・保育を実施します。また、緊急時には、主治医あるいは通院している医療
機関と連携して対応します。 

②幼児の症状が急変し、緊急事態と保育所等が判断した場合、保育所等は「様式６ 主治
医の指示書」をもとに計画作成された「様式 7 緊急時における対応確認書」、「様式 13 
医療的ケア個別マニュアル」、「様式 18 アセスメント票（予想される緊急時の対応方
法）」に基づいて緊急時の対応を行います。 

不測の事態の対応に急を要すると判断される場合は、園⾧の指示のもと「様式 17 医
療的ケア児の保育に係る緊急時対応マニュアル」に従って救急車の要請、主治医へ連絡、
保護者への連絡を行い医療機関に搬送します。緊急時の対応の経過については、保育所
等と保護者が状況を共有した後に保護者から主治医に報告することとします。 

③挿入物の事故抜去等の緊急時は、保育所等は保護者及び主治医等と事前に対応を協議
し、「様式 12 医療的ケア実施計画書」、「様式 13 医療的ケア個別マニュアル」、「様
式 18 アセスメント票（予想される緊急時の対応方法）」に沿った対応を行いますが、
必ず事前に手順と具体的な対応方法を整理しておきます。 

 ④保育所等は、緊急時の対応について事前に十分に保護者へ説明し、同意を得ることとします。 
 ⑤緊急時の対応及びその顛末については、保育所等から苫小牧市健康こども部こども育

成課に報告します。また、必要に応じて、北海道や国に報告する場合があります。 
 ⑥保育所等が医療的ケア児の体調が悪化した等の理由により、保育所等での保育の継続

が困難と判断した場合には、保育所等からの連絡により、利用時間の途中であっても保
護者が児童を降園させることとします。 
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修正前 
５ 緊急時及び災害時の対応等について 
 ①児童の症状が急変し、緊急事態と保育所等が判断した場合、保育所等は主治医の指示書

及び「様式７ 緊急時における対応確認書」、「様式 16 医療的ケア児の保育に係る緊
急時対応マニュアル」、「様式 17 アセスメント票（予想される緊急時の対応方法）」に
基づいて緊急時の対応を行います。 

 ②挿入物の事故抜去等の緊急時に備え、保育所等は保護者及び主治医等と事前に対応を
協議し、「様式 11 医療的ケア実施計画書」、「様式 17 アセスメント票（予想される
緊急時の対応方法）」に沿って対応を行います。 

 ③災害時の対策として、災害時に保護者が迎えに来ることができないケースを想定し、十
分な量の薬や食事（栄養剤）を保育所等へ持参してください。また、医療的ケアの使用
物品もストックを準備してください。 

 
修正後 
５ 災害時の対応等について 
 災害時の対応については、保育所等が事前に作成する「様式 25 医療的ケア児「災害時
対応マニュアル」」に沿って行います。災害時の対策として、災害時に保護者が迎えに来る
ことができないケースを想定し、保護者は、十分な量の薬や食事（栄養剤）を保育所等へ持
参してください。また、医療的ケアの使用物品もストックを準備してください。 
 また、保育所等は医療的ケア児の状況に応じた、災害時の対応を職員が理解できるよう定
期的に避難訓練を実施するものとし、地域の医療機関や福祉避難所と災害時に連携できる
よう事前に連絡手段や搬送方法についても協議し、災害時に適切に対応できるよう努める
ものとします。 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

21Ｐ 

質問・意見 

様式 19 医療的ケア児実施報告書は３ヵ

月ごとに報告書を作成とありますが、保

護者のことを考えて１か月ごとにした

ほうが良いと思います。 

↓ 

対応 

医療的ケア児実施報告書は３ヵ月ごと

から１ヵ月ごとの作成とします。 

１ヵ月ごとに報告書を作成して保

護者へ渡すことにより安全な医療

的ケアを目指しますと文言を変更

します。 

21Ｐ 

修正前 

保
護
者
報
告 

様式 19 
医療的ケア実施

報告書 

保育所等は３ヵ月ごとに報告書を作成し

て保護者に渡すことにより安全な医療的

ケアを目指します。 

保育所等 保護者 

 

修正後 

保
護
者
報
告 

様式 21 
医療的ケア実施

報告書 

保育所等は１ヵ月ごとに報告書を作成し

て保護者に渡すことにより安全な医療的

ケアを目指します。 

保育所等 保護者 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

21Ｐ 

質問・意見 

様式 20 医療的ケア「ヒヤリハット報告

書」と様式 21 医療的ケア「事故報告書」

については、保育所等で作成して保管す

るだけではなく、市とも共有する必要が

あると思います。 

↓ 

対応 

それぞれこども育成課とも共有するこ

ととします。 

第３章「7 職員の研修」において保

育所等において関係職員がこれら

を共有するとともに、市へ提出し

ますという文言を追加しました。 

15Ｐ 

第５章様式についての事故防止の

様式 22 医療的ケア「ヒヤリハット

報告書」と様式 23 医療的ケア「事

故報告書」の提出先にこども育成

課を追加しました。 

21Ｐ 

修正前 

事
故
防
止 

様式 22 

医療的ケア「ヒ

ヤリハット報告

書」 

保育所等は、医療的ケアを実施する中で、

事故につながる可能性があったことを記

録に残すことで、同様の事例を再び起こ

さないようにします。 

保育所等 

様式 23 
医療的ケア「事

故報告書」 

保育所等は、医療的ケアを実施する中で、

起こった事故の内容を記録に残すこと

で、同様の事例を再び起こさないように

します。 

保育所等 

修正後 

事
故
防
止 

様式 22 

医療的ケア「ヒ

ヤリハット報告

書」 

保育所等は、医療的ケアを実施する中で、

事故につながる可能性があったことを記

録に残すことで、同様の事例を再び起こ

さないようにします。 

保育所等 
こども 

育成課 

様式 23 
医療的ケア「事

故報告書」 

保育所等は、医療的ケアを実施する中で、

起こった事故の内容を記録に残すこと

で、同様の事例を再び起こさないように

します。 

保育所等 
こども 

育成課 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

24Ｐ 

質問・意見 

様式１の３ページ予想される緊急時の

状況及び対応の欄を広くすると良いと

思います。 

↓ 

対応 

欄を広くすることで対応します。 

欄を広くすることで対応します。 24Ｐ 

様式変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正前） 

（修正後） 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

35Ｐ 

質問・意見 

与薬依頼書は常時のものとイレギュラ

ーのものを分けるべきではないでしょ

うか。 

↓ 

対応 

医療的ケア児用の薬を管理しやすくす

るため、薬の受取、投与、返却管理表を

作成しました。 

第５章様式についてに薬の管理と

して様式 9「薬の受取、投与、返却

管理表」を作成し、書式の内容等

を追加しました。 

20Ｐ 

様式 9「薬の受取、投与、返却管理

表」を追加しました。 
37Ｐ 

新様式 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

40Ｐ 

質問・意見 

様式 13「医療的ケア個別マニュアル」に

ついて、医療的ケア個別マニュアルに実

施時間（目安）とありますが、実施に要

する時間があると良いと思います。 

↓ 

対応 

実施時間（目安）の他に所要時間（目安）

を追加します。 

様式 13「医療的ケア個別マニュア

ル」に実施に要する時間の欄を追

加しました。 

41Ｐ 

様式変更 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

42Ｐ 

質問・意見 

様式 14「医療的ケア実施記録」について、

令和７年１月のように年と月を記入でき

るような書式にすると良いと思います。 

↓ 

対応 

年と月を入れることができるよう書式

を変更しました。 

様式 14「医療的ケア実施記録」に

年と月を記入できるよう変更しま

した。 

43Ｐ 

様式変更 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

43Ｐ 

質問・意見 

様式 14「保育のめやす（0～2 歳児）」の

0 歳児の中程度の運動について、散歩に

10 分程度とありますが、散歩カーに乗っ

ている子もいるので、歩かない欄も必要

なのではないかと思います。 

↓ 

対応 

保育のめやすを１歳児以上を対象とし、

軽い運動に歩く、ほふくするを追加し、

２歳児の散歩についても時間を記述式

に変更しました。 

様式 16「保育のめやす」について

は、本市の医療的ケア児の受入れ

は１歳児以降としているため、１

～２歳児とし、散歩の時間につい

ては自由記載とします。また、軽

い運動に１歳児、２歳児ともに「歩

く」、「ほふくする」のチェック欄

を追加しました。 

44Ｐ 

様式変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：変更前） 
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ページ 質問・意見の内容→対応 ガイドライン変更箇所 ページ 

45Ｐ 

質問・意見 

様式 16「医療的ケア児の保育に係る緊急

時対応マニュアル」について、メールア

ドレスを入れると医療的ケア児の緊急

時の状況を画像や動画で送信できる可

能性があるので、良いと思います。 

↓ 

対応 

メールでも連絡が取れるよう、メールア

ドレスを入れるよう様式を変更しまし

た。ただし、緊急時における画像や動画

の撮影については保護者の同意や主治

医の指示が必要なこと及び対応できる

人員が確保できない可能性があること

から、記載を見送ります。 

様式 16「医療的ケア児の保育に係

る緊急時対応マニュアル」メール

アドレスの欄を追加しました。 

46Ｐ 

様式変更 

 

 


